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1．研究の背景

　現在，モビリティにかかわる，さまざまな問題を解決する手段として，MaaS（マース：
Mobility�as�a�Service）が注目されている。MaaS とは，これまでマイカーをはじめとして，
多岐に渡る交通手段を利用することで実現をしていたモビリティから転換し，移動をサー
ビスとして一括して提供するといった概念である。
　MaaS は 2014 年にフィンランドで提唱された概念であり，現在では，実際にサービス
として提供されている国も存在している。国によって実現したレベルに差異はあるものの，
MaaS が積極的に推進されている国として，フィンランド，ドイツ，フランス，アメリカ
などを挙げることができる。これらの国では，MaaS を導入することによって，モビリティ
に大きな変化が生じている。
　それに対して日本では，国土交通省の日本版MaaS 推進・支援事業が 3年目を迎えたば
かりであり，MaaS が実用段階には達していない状況にある。しかしながら，日本におい
ても，3年間に渡って実証実験を継続している事業が存在している。実証実験を実施して
いる地域と事業名を例として挙げると，前橋市を対象とした「MaeMaaS（前橋版MaaS）
社会実装事業）」，川崎市と箱根町を対象とした「川崎・箱根観光MaaS 実証実験」，静岡
市を対象とした「静岡型MaaS 基幹事業実証実験」，京都府与謝野町を対象とした「京都
北部地域におけるMaaS 実証事業」である。
　これらの事業においてもMaaS はまだ実用段階に達してはいないと考えられるが，実証
実験を継続している事業では，申請を継続しており，なおかつ継続して日本版MaaS 推進・
支援事業に採択をされていることから，ある程度は実用化に向けての成果を出すことがで
きていると考えられる。単年度のみ採択された事業では，申請を継続し，採択されるだけ
のMaaS としての進展が見られなかったと見なすことができる。
　そこで本研究では，令和元年度から令和 3年度の国土交通省の日本版MaaS 推進・支援
事業と内閣府，総務省，経済産業省と国土交通省が連携した令和 3年度のスマートシティ
関連事業を対象として，先行研究から日本においてMaaS を成立させるために必要と考え
られる条件を導き出し，それらを各事業に適用することで，日本におけるMaaS の導入状
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況とMaaS を推進するために求められる要素について明らかにすることを目的とする。

2．先行研究

　本研究が対象としているMaaS とは，移動をサービスとして一括して提供するといった
概念である。概念を提唱したのはフィンランドのHeikkilä（2014）であり，「競合するモ
ビリティオペレータ市場において，モビリティサービスを個別かつ，柔軟なサービスとし
て提供する組織はMobility�as�a�Service（MaaS）と呼ばれる。MaaS は，モビリティオペ
レータがモビリティサービスを包括的に提供する状況を指す。モビリティオペレータが提
供するさまざまなサービスは，あらゆる移動の需要を満たすため，自動車を所有する必要
性が低くなる。」と定義している［1］。この通信業界を参考にして考案した概念が，フィ
ンランドでのマイカー中心の交通手段の活用をさまざまな交通手段から自由に選択をする
といった方向にシフトさせることになる要因となった。その後，MaaS についてはさまざ
まな定義がなされている。
　UITP（国際公共交通連合）は，「MaaS とは，稼働中のモビリティと効率的な公共交通
システムを基盤に，さまざまな交通サービス（公共交通機関，ライドシェア，カーシェア，
自転車シェア，スクーターシェア，タクシー，レンタカー，ライドヘイリングなど）を統
合し，単一のデジタル化したモビリティサービスとして利用することである。このオーダー
メイドのサービスは，ユーザーの移動の需要に基づいて最適な解決策を提案する。MaaS
はいつでも利用可能であり，計画，予約，決済から乗換案内までを提供することで，自動
車を持たなくても，簡単に移動し，生活することができるようになる。」と定義している［2］。
ここでは，交通手段を統合してサービスを提供するものをMaaS としている。また，その
前提として，現在稼働中で利用可能な交通手段と効率的な公共交通システムがなければな
らないとしていることが分かる。つまり，UITP によるMaaS とは，公共交通機関の衰退
した地域に適用する概念ではないということになる。そして，MaaS はマイカーに頼った
移動からのシフトを目的としている。
　また，ERTICO�（欧州 ITS�（高度道路交通システム）推進のための官民連帯組織）によっ
て設立されたMaaS アライアンスは「MaaS とは，さまざまな形態の交通サービスを統合
し，オンデマンドでアクセス可能な単一のモビリティサービスとして提供することである。
ユーザにとってMaaS の価値は，複数のチケット発券や支払いの操作の代わりに，アプリ
ケーションを通じた単一の支払いチャネルで，モビリティへのアクセスを提供することで
ある。MaaS の目的は，自動車所有への依存に代わる，便利で柔軟，かつ信頼性が高く，
より安価な移動手段を提供することである。」と定義している［3］。
　このように，統一されたアプリケーションをもとにして，一括した交通手段を提供する
ものがMaaS であるとしている。MaaS を単に交通手段を一括して提供するサービスであ
るとするだけではなく，それを可能にするアプリケーションの活用を重視していることが
特徴的である。MaaS は，交通手段を一括して提供するサービスであることから，実用化
にあたっては乗換案内から予約，決済などを扱うことになるため，アプリケーションの活
用は必須のものになると考えられる。
　さらに，日本におけるMaaS の定義に目を向ける。国土交通省では，「新たなモビリティ
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サービスであるMaaS は，スマートフォンや�PC 等で利用可能なアプリケーション等によ
り，地域住民や旅行者一人一人のトリップ単位での移動ニーズに対応して，複数の公共交
通やそれ以外の移動サービスを最適に組み合わせて，検索・予約・決済等を一括で行うサー
ビスである。」と定義している［4］。国土交通省のMaaS の定義でも，ERTICOの定義と
同様にアプリケーションを用いた形でのきめ細やかな移動サービスを提供することが
MaaS であるとしている。
　また，総務省の定義では「電車やバス，飛行機など複数の交通手段を乗り継いで移動す
る際，それらを跨いだ移動ルートは検索可能となりましたが，予約や運賃の支払いは，各
事業者に対して個別に行う必要があります。このような仕組みを，手元のスマートフォン
等から検索～予約～支払を一度に行えるように改めて，ユーザーの利便性を大幅に高めた
り，また移動の効率化により都市部での交通渋滞や環境問題，地方での交通弱者対策など
の問題の解決に役立てようとする考え方の上に立っているサービスがMaaS です。」とし
ている［5］。
　スマートフォンのアプリケーションなどを活用することは，ERTICOや国土交通省に
よる定義と同様である。特徴的なのは，地方での交通弱者対策などの問題の解決をも目的
としていることである。この定義では，複数の交通手段が存在していることが前提となっ
ているUITP による定義から対象の範囲が広がり，過疎地域における交通手段の確保と
いった側面もMaaS に求められていることが分かる。
　さらに日本においては，国土交通省が日本の現状に合わせた形での日本版MaaS の定義
を行っている。そこでは，「都市と地方，高齢者・障がい者等を含む全ての地域，全ての
人が，どのような時でも利用できる仕組みの構築が必要である。特にMaaS は，多様な
MaaS 相互の連携等による「ユニバーサルMaaS」を目指すべきである。併せて，移動と
多様なサービスの連携による高付加価値化や交通結節点の整備等まちづくりとの連携も，
移動円滑化や外出機会の創出等の観点から重要である。このように，「MaaS 相互の連携
によるユニバーサル化」と「移動の高付加価値化」が，望ましいまちづくりの実現に資す
る形で位置づけられたMaaS が「日本版MaaS」であり，その早期実現を目指して取り組
むべきである。」としている［6］。
　日本版のMaaS の定義を見ると，総務省の定義と同様にMaaS は交通手段を一括して提
供するといったものから対象が広がっている。既に存在している複数の交通手段を効率的
に活用することで，マイカーの利用から公共交通機関などの利用に導くといった側面のあ
る海外のMaaS の定義に対して，日本においては過疎地域における交通手段の確保といっ
た新たな側面が追加して求められているということが明らかとなった。

3．研究の手法と仮説

　本研究では，日本におけるMaaS の導入状況とMaaS を推進するために求められる要素
についての分析を実施する。分析は，国土交通省の日本版MaaS 推進・支援事業を中心と
して進める。日本版MaaS 推進・支援事業とは，「公共交通とそれ以外の多様なサービス
とをデータ連携により一体的に提供することで，地域が抱える様々な課題の解決に資する�
MaaS�事業に対し，日本版�MaaS�推進・支援事業に基づいて支援を行うことにより，新た
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なモビリティサービスである�MaaS�の全国への普及を図り，地域や観光地の移動手段の
確保・充実や公共交通機関の維持・活性化だけでなく，地域課題の解決に寄与することを
目的とする。」ものである［7］。
　令和元年度の日本版MaaS 推進・支援事業に採択された事業は 19 事業，令和 2年度の
日本版MaaS 推進・支援事業に採択された事業は 36 事業となっている。令和 3年度は国
土交通省だけではなく，内閣府，総務省，経済産業省が連携し，スマートシティ関連事業
として 74 事業が採択されることになった。内訳は（1）未来技術社会実装事業：9事業，（2）
データ連携促進型スマートシティ推進事業：9事業，（3）地域新MaaS 創出推進事業：14
事業，（4）日本版MaaS 推進・支援事業：12 事業，（5）国土交通省スマートシティモデ
ルプロジェクト：30 事業である［8］。
　令和 2年度までの国土交通省の日本版MaaS 推進・支援事業と令和 3年度のスマートシ
ティ関連事業では，（4）日本版MaaS 推進・支援事業：12 事業のみが直接に関係をして
いる事業となるが，他のスマートシティ関連事業も日本版MaaS 推進・支援に関係をして
いる事業であることから，日本版MaaS 推進・支援事業から継続して採択された事業に関
しては調査の対象として含めることにする。
　本研究は，日本におけるMaaS の導入状況とMaaS を推進するために求められる要素に
ついての分析を行うことを目的としている。そこで，先行研究からMaaS を成立させるた
めに必要と考えられる条件を導き出し，日本版MaaS 推進・支援事業とスマートシティ関
連事業に採択された事業に各条件を適用することで，実証実験に採択された事業の評価を
実施する。
　日高=牧村 =井上 =井上（2018）は，「地方でも都市部ならば，まがりなりにも公共
交通はある。特に政令市はそれなりに公共交通が発達しているので，MaaS の実装により，
マイカーから公共交通，その他の交通手段へとシフトさせることが可能だ。それなりに公
共交通が整備されているのにマイカー依存率が高いというエリアにMaaS は向いている
ので，地方の政令市はMaaS 導入の適地だ。」としている［9］。
　MaaS の第一人者である，Sampo�Hietanen 氏はインタビューで，「MaaS にとって一番
大事なのは，すべての移動ニーズに応えることである。そのためには十分な量と種類のモ
ビリティサービスの供給がなければいけません。そうなるには十分な人口が必要で，欧州
の場合，それは 50 万人規模くらいではないでしょうか。」と述べている［10］。
　このことからも，MaaS は公共交通の衰えた地方都市のモビリティを救う魔法の杖では
なく，MaaS を成立させるためには，複数の交通手段の選択肢がまだ存在しているような
規模の人口が地域に残されていることが必要であるということが分かる。つまりは，利用者
も少なく，交通手段の選択肢のない過疎地域でのMaaSの成立は難しいということができる。
　従って，地方の政令市などのマイカーでの移動が中心となってはいるものの，人口も多
く，複数の交通手段が利用可能な場合は，MaaS を成立しやすくする環境が維持されてい
ると考えられる。そして，複数の交通手段から目的に合ったモビリティサービスを選択す
ることが可能となり，マイカーに依存した生活から脱却し，MaaS を実現することができ
るようになる。以上から，条件 1を設定する。

条件 1：MaaS を成立させるためには，ある程度の人口が必要である。
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　条件 1にもある通り，MaaS を成立させるためには，ある程度の規模の人口が必要にな
ると考えられる。さらには，複数の交通手段から目的に合ったモビリティサービスが選択
可能な状態にあることが重要と考えられる。
　UITP（国際公共交通連合）のMaaS の定義では，「MaaS とは，稼働中のモビリティと
効率的な公共交通システムを基盤に，さまざまな交通サービスを統合し，単一のデジタル
化したモビリティサービスとして利用することである。このオーダーメイドのサービスは，
ユーザーの移動の需要に基づいて最適な解決策を提案する。MaaS はいつでも利用可能で
あり，計画，予約，決済から乗換案内までを提供することで，自動車を持たなくても，簡
単に移動し，生活することができるようになる。」とされており，MaaS の前提として，
複数の交通手段から最適なモビリティサービスを選択することができることを挙げてい
る［11］。
　また，フィンランドのヘルシンキ市では，クッツプラスと呼ばれる公営のオンデマンド
型乗り合いバスでの実験結果から，「クッツプラスの実践を通じて分かったことは，オン
デマンド型の乗り合いバスという，一見，利便性の高そうなモビリティサービスを投入し
たところで，それ単体では利便性が限られるためマイカーからの乗り換えは進まないとい
うことだった。」といった結論に達している。この結論からも，日本の地方都市などで導
入の進んでいるオンデマンド型の乗り合いバスを単体で導入するだけでは，MaaS を成立
させることが難しいということができる［12］。以上から，条件 2を設定する。

条件 2：MaaS を成立させるためには，複数の交通手段の組み合わせが必要である。

　MaaS を成立させるためには，ある程度の人口，そして複数の交通手段の組み合わせが
必要なことがこれまでの検討から示唆されてきた。そして，これら 2つの条件が成立する
ためには，日本においては鉄道が大きな役割を果たしていると考えられる。
　国土交通省は，地域の鉄道について「地域鉄道は，地域住民の通学・通勤などの足とし
て重要な役割を担うとともに，地域の経済活動の基盤であり，移動手段の確保，少子高齢
化や地球環境問題への対応，まちづくりと連動した地域経済の自立・活性化等の観点から，
その活性化が求められている重要な社会インフラです。」と述べている［13］。
　また，坂本=山岡（2017）は，「人口の変化については，廃止路線のほうが総人口の減
少率が大きいため，多くの手段で廃止路線のほうが有意に減少していることが確認できる。
一方，割合の変化については，廃止路線のほうが鉄道・電車で優位に減少し，乗合バスで
有意に増加していることから，鉄道が廃止された地域ではバスの利用割合が増加している
と解釈できる。」と報告しており，鉄道が存在することで人口減少を食い止める働きをし
ている点と鉄道が廃止された地域では，それがバスに置き換えられていることもある点を
明らかにしている［14］。
　以上より，鉄道の維持ができなくなった地域では，人口が減少することで過疎化が進み，
結果として，交通手段がバスやタクシーとマイカーのみとなってしまっていると考えられ
ることから，条件 3を設定する。

条件 3：MaaS を成立させるためには，地域の交通手段として鉄道が維持されている必要
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がある。

　これまでは，モビリティサービスを維持するといった面でMaaS を見てきたが，MaaS
は交通手段を提供する民間企業によって行われる事業だけで成立するのではないことを考
慮する必要がある。MaaS は，地域社会のモビリティサービスを提供することから，地方
自治体との連携が重要であると考えられる。
　日高=牧村 =井上 =井上（2018）は，「先行して進められてきた諸外国において，
MaaS は政府や行政の強いリーダーシップにより，顧客主義の下，官民連携で進められて
いる。」とまとめている［15］。また，同書における東京大学の須田義大氏のインタビュー
では，「MaaS によって交通を最適化するということは，地方では移動困難者の救いの一
手になりますし，都市部では渋滞解消や，駐車場を減らすことで都市空間を有効活用でき
るようになるなど社会的な意味も大きい。ですので，本来は国や地方自治体がリーダーシッ
プを発揮するのが望ましいと思います。」と述べている［16］。この他にも，MaaS の実践
を行っている当事者からは，国や地方自治体との関係を重視する発言が多く存在している。
　このように，MaaS は民間だけで進めることは難しく，また地方自治体などだけで進め
ることも難しいと考えられる。官と民が連携をすることによって推し進める必要があるこ
とから，条件 4を設定する。

条件 4：MaaS を成立させるためには，企業と地方自治体との連携が必要である。

　以上から，日本においてMaaS はまだ実用化の段階には入っていない状態ではあるが，
実証実験が継続されている事業はMaaS が成立するために必要と考えられる条件をある
程度は満たしていると考えられる。そこで，仮説として「日本においてMaaS が成立する
ためには，条件 1～条件 4を満たすことが求められる。」を設定する。MaaS を成立させる
ために必要と考えられる 4つの条件と仮説を図表 1にまとめる。

図表 1　MaaS の条件と仮説
条件 1：
MaaS を成立させるためには，ある程度の人口が必要である。
　→過疎地域でMaaS を成立させることは難しい。
条件 2：
MaaS を成立させるためには，複数の交通手段の組み合わせが必要である。
　→ライドシェアやオンデマンドのバスのみによるMaaS の成立は難しい。
条件 3：
MaaS を成立させるためには，地域の交通手段として鉄道が維持されている必要がある。
　�→鉄道の維持できなくなった地域では過疎が進み，複数の交通手段を組み合わせられなくなるため，MaaS を
成立させることが難しい。
条件 4：
MaaS を成立させるためには，企業と地方自治体との連携が必要である。
　→企業だけでなく地方自治体の参画がなければMaaS を成立させることは難しい。

仮説：
日本においてMaaS が成立するためには，条件 1～条件 4を満たすことが求められる。
（出所）筆者作成
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　分析では，国土交通省の日本版MaaS 推進・支援事業と内閣府，総務省，経済産業省と
国土交通省が連携したスマートシティ関連事業に採択された事業を対象として，これらの
4つの条件を当てはめることで，日本におけるMaaS の導入状況とMaaS を推進するため
に求められる要素について仮説の検証を実施する。

4．分析

　本研究では，国土交通省の令和元年度，令和 2年度の日本版MaaS 推進・支援事業と内
閣府，総務省，経済産業省と国土交通省が連携した令和 3年度のスマートシティ関連事業
に採択されている事業を対象として分析を実施する。それぞれの推進事業に採択された事
業に条件を適用し，条件 1～条件 4までを満たしているのかの検討をすることで仮説の検
証を実施する。
　日本版MaaS 推進・支援事業とスマートシティ関連事業に継続して採択されている場合
には，MaaS を推進するために求められる要素を満たしていると考えられることから，申
請された事業に成果が出ているのものとして判定することにする。3年間継続して採択さ
れている事業は限られているため，複数年度に渡って継続している事業は，継続するに値
するだけの成果が出ていたと見なすことにする。それに対して，採択はされていても，単
年度で終了している事業に関しては，継続して事業を実施するまでの成果を出すことがで
きなかった。つまり，日本版のMaaS を実行するための事業としては不足するものがあっ
たと判定する。
　分析の際には，各事業の申請内容をもとにして判定を行うことにする。判定を行うにあ
たっては，図表 1の条件をもとにして，条件を満たしている場合は 1ポイント，満たして
いない場合には 0ポイントとして事業ごとにポイントの計算をする。従ってすべての条件
を満たしていた場合には 4ポイントとなる。条件の判定について図表 2にまとめる。

4.1．令和元年度 日本版 MaaS 推進・支援事業の分析
　はじめに，令和元年度の日本版MaaS 推進・支援事業を対象として分析を実施する。令

図表 2　条件の判定基準
条件 1：
MaaS を成立させるためには，ある程度の人口が必要である。
　→総務省の過疎地域の認定に申請の対象地域が含まれていない場合［17］

1 ポイント

条件 2：
MaaS を成立させるためには，複数の交通手段の組み合わせが必要である。
　→申請時の事業に複数の交通手段が含まれていた場合

1ポイント

条件 3：
MaaS を成立させるためには，地域の交通手段として鉄道が維持されている必要がある。
　→申請時の事業に鉄道会社が含まれていた場合

1ポイント

条件 4：
MaaS を成立させるためには，企業と地方自治体との連携が必要である。
　→申請時の事業に地方自治体が含まれていた場合

1ポイント

（出所）筆者作成
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和元年度の日本版MaaS 推進・支援事業では，全国から 19 事業が採択をされた。その内
訳と各事業に条件 1～条件 4を適用した結果は図表 3の通りである。
　また，その結果から，条件ごとに条件を満たしている事業である該当事業と条件を満た
していない事業である非該当事業で分類をしたものが図表 4である。図表 4をもとにして
分析を進める。条件 1では「MaaS を成立させるためには，ある程度の人口が必要である。」
としたが，採択をされた 19 事業のうち 9事業，47.4% が過疎地域の含まれた地域からの
申請となっている。従って，条件 1を満たしている過疎地域以外から申請された事業は，
19 事業のうち 10 事業，52.6% となる。半数近くの事業が，過疎地域からの申請であった
ことからも，日本におけるMaaS は，過疎地域での交通手段を補うことを期待しての申請
が多くあったことが分かる。
　続いて条件 2では「MaaS を成立させるためには，複数の交通手段の組み合わせが必要
である。」としたが，19 事業のうち 18 事業，94.7% が複数の交通手段を組み合わせた形で
の申請を実施していたことが明らかとなった。つまり，過疎地域からの申請が半数近くあっ
たものの，複数の交通手段は維持されており，オンデマンドバスのみなどといった単独の
交通手段による申請はほとんどなかったことが明らかになった。
　条件 3は「MaaS を成立させるためには，地域の交通手段として鉄道が維持されている
必要がある。」としたが，19 事業のうち 14 事業，73.7% と多くの事業で鉄道会社を含めた
形での申請をしていることが判明した。主な交通手段である鉄道，バス，タクシー，オン
デマンドバスなどの中で，もっとも輸送力の高いのが鉄道となる。交通手段として中核を
なす能力のある鉄道が多くの事業に含まれていることは，地域の移動を担うことになる
MaaS を推進する上では良い傾向であると考えられる。
　最後に条件 4となる「MaaS を成立させるためには，企業と地方自治体との連携が必要
である。」では，19 事業のうち 18 事業，94.7% で地方自治体が参画をしている。MaaS を
実現させるためには，企業のみによる施策だけではなく，地方自治体との連携が重要な要
素となる。その点において，日本におけるMaaS の推進事業では，当初から地方自治体と
の連携が取れていることは，プラスに働くと考えられる。
　ここで，条件 1～条件 4のそれぞれについて各事業に適用し，条件を満たしている場合
は 1ポイント，満たしていない場合には 0ポイントとして計算した結果，平均して 3.16
ポイントとなった。すべての条件を満たした場合には 4ポイントとなるため，採択された
事業のほとんどが条件を 3つ以上満たしているということができる。
　全体としてみれば，令和元年度�日本版MaaS 推進・支援事業に採択された事業では，
19 事業のうち 18 事業，94.7% とほとんどの事業において，条件 2である「MaaS を成立
させるためには，複数の交通手段の組み合わせが必要である。」と条件 4である「MaaS
を成立させるためには，企業と地方自治体との連携が必要である。」を満たしていること
が分かった。このことからも事業の申請をするにあたり，複数の交通機関の企業と地方自
治体との協力関係を築いていたことが明らかになった。
　しかしながら，採択をされた 19 事業のうち 9事業，47.4% が条件 1である「MaaS を成
立させるためには，ある程度の人口が必要である。」を満たしていない，過疎地域からの
申請であることから，複数の交通手段を選択可能であるとしても，申請をした事業の地域
では，既に交通機関が衰退をしていることが想定される。このことから，交通手段の維持
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図表 3　令和元年度 採択事業一覧

項番 申請内容 条件 1
（人口）

条件 2
（交通手段）

条件 3
（鉄道）

条件 4
（自治体） ポイント

A ひがし北海道地域における観光地型
MaaS 実証実験 過疎地域 あり あり あり 3

B 福島県会津若松市における観光地型
MaaS 実証実験 非過疎地域 あり あり あり 4

C 茨城県日立市における地方都市型MaaS
実証実験 非過疎地域 あり あり あり 4

D 茨城県つくば市における地方都市型
MaaS 実証実験 非過疎地域 なし なし あり 2

E 前橋市における地方都市型MaaS 実証
実験 非過疎地域 あり あり あり 4

F
箱根及び川崎市新百合ヶ丘における郊
外・観光一体型
MaaS 実証実験

非過疎地域 あり あり あり 4

G 伊豆における観光地型MaaS 実証実験 過疎地域 あり あり なし 2

H 静岡県静岡市における地方都市型MaaS
実証実験 非過疎地域 あり あり あり 4

I 三重県菰野町における過疎地型MaaS
実証実験 非過疎地域 あり あり あり 4

J 志摩地域における観光地型MaaS 実証
実験 過疎地域 あり あり あり 3

K 大津市における観光地型MaaS 実証実
験 非過疎地域 あり あり あり 4

L 京都府南山城村における過疎地型MaaS
実証実験 過疎地域 あり なし あり 2

M 京都丹後鉄道沿線地域における過疎地型
MaaS 実証実験 過疎地域 あり あり あり 3

N 兵庫県神戸市における大都市近郊型
MaaS 実証実験 非過疎地域 あり なし あり 3

O 山陰エリア（鳥取県・島根県）における
観光地型MaaS 実証実験 過疎地域 あり あり あり 3

P 島根県大田市における過疎地型MaaS
実証実験 過疎地域 あり あり あり 3

Q 広島県庄原地区における過疎地型MaaS
実証実験 過疎地域 あり なし あり 2

R 瀬戸内エリアにおける観光地型MaaS
実証実験 過疎地域 あり あり あり 3

S 八重山地域における観光地型MaaS 実
証実験 非過疎地域 あり なし あり 3

（出所）「日本版MaaS 推進・支援事業�令和元年度 19 事業」をもとに筆者作成［18］
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など地方自治体の果たさなければならない役割が大きくなるため，事業として申請をし，
実証実験に採択はされているもののMaaS を成立させることや，それを維持することは難
しくなるのではないかと考えられる。

4.2．令和 2 年度 日本版 MaaS 推進・支援事業の分析
　続いて，令和 2年度の日本版MaaS 推進・支援事業を対象として分析を実施する。令和
2年度の日本版MaaS 推進・支援事業では，令和元年度から大幅に増加し，全国から 36
事業が採択をされた。その内訳と条件 1～条件 4を各事業に適用した結果は図表 5の通り
である。ここで，図表 5では令和元年度に採択されており，継続して採択されている場合
には対象の事業を薄いグレーとしている。
　また，その結果から，条件ごとに該当事業と非該当事業で分類をしたものが図表 6であ
る。図表 6をもとにして分析を進める。条件 1では「MaaS を成立させるためには，ある
程度の人口が必要である。」としたが，採択をされた 36 事業のうち 10 事業，27.8% が過
疎地域の含まれた地域となっている。つまり，条件 1を満たしている過疎地域以外から申
請された事業は，36 事業のうち 26 事業，72.2% である。令和元年度に採択された過疎地
域以外から申請された事業の 52.6% と比較して，過疎地域以外から申請されたMaaS の実
証実験の事業が増加していることが分かる。令和 2年度から採択された事業においても，
過疎地域以外から申請された事業は 25 事業のうち 18 事業，72.0% と令和元年度と比較し
て，過疎地域以外からの申請が増加していることが分かる。

図表 5　令和 2 年度 採択事業一覧

項番 令和
元年 申請内容 条件 1

（人口）
条件 2

（交通手段）
条件 3
（鉄道）

条件 4
（自治体） ポイント

1 COVID-19 から地域交通再生を目
指した「北海道型MaaS 展開事業」 過疎地域 あり あり あり 3

2 洞爺湖地域公共交通の可視化事業 過疎地域 なし なし あり 1
3 札幌型観光MaaS 推進事業 非過疎地域 なし なし あり 2

4 B

新たな地域需要創出等を目指し
た，システム・地域・異業種連携
による地方版「多用途連携型
MaaS」構築プロジェクト

非過疎地域 あり あり あり 4

5 C 地方版MaaS の広域連携基盤構
築モデル事業（ひたち圏域） 非過疎地域 あり あり あり 4

図表 4　令和元年度 採択事業における条件の該当状況
条件 該当事業 非該当事業

条件 1（人口） 10 52.6％ 9 47.4％
条件 2（交通手段） 18 94.7％ 1 5.3％
条件 3（鉄道） 14 73.7％ 5 26.3％
条件 4（自治体） 18 94.7％ 1 5.3％

全体 19
（出所）筆者作成
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6
つちうらMaaS（観光客周遊促
進・AI コミュニティバス）実証
実験

非過疎地域 なし なし あり 2

7 大⾕地域における観光型MaaS
プロジェクト 非過疎地域 あり あり あり 4

8 E
前橋版MaaS 環境構築実証実験
（交通ネットワークの有効化を目
的としたMaaS 環境の構築）

非過疎地域 あり あり あり 4

9 三芳町高齢者支援システム実証実
験協議会 非過疎地域 あり なし あり 3

10 東急�沿線型MaaS 実証実験（東
急株式会社） 非過疎地域 あり あり あり 4

11 Universal�MaaS～誰もが移動を
あきらめない世界へ～ 非過疎地域 あり あり あり 4

12 三浦半島観光MaaS 実証事業（京
浜急行電鉄株式会社） 非過疎地域 あり あり あり 4

13 F しんゆりMaaS 実証実験 非過疎地域 あり あり あり 4

14
南足柄市とその周辺地域における
生活・観光交通統合型MaaS 実証
実験

非過疎地域 あり あり あり 4

15
自家用有償運送とBeacon データ
を活用した，高齢者の外出増進と
マチ活性化に向けた実証実験

過疎地域 あり なし あり 2

16
市民の生活の質と，観光客の移動
満足度の向上を実現する「加賀
MaaS」実証事業（石川県加賀市）

過疎地域 あり あり あり 3

17 茅野版MaaS 実証実験（茅野市） 非過疎地域 あり なし あり 3

18 H
令和 2年度静岡型MaaS 基幹事
業実証実験（静岡型MaaS 基幹事
業実証プロジェクト）

非過疎地域 あり あり あり 4

19 G 伊豆における観光型MaaS「Izuko」
実証実験 Phase3（東急株式会社） 過疎地域 あり あり あり 3

20 実験名称（浜松市佐久間地区
MaaS 実証実験） 非過疎地域 なし なし あり 2

21
若年・子育て世帯を主対象とした
商業連携モビリティサービス実証
実験

非過疎地域 あり あり あり 4

22 I
「安心して生活・来訪できるまち」
実現に向け進化するMaaS「おで
かけこもの」

非過疎地域 あり あり あり 4

23 K
大津市中心市街地及び比叡山周遊
の活性化を目指した大津市版
MaaS 実証実験（滋賀県大津市）

非過疎地域 あり なし あり 3

24 M

京都北部地域におけるAI オンデ
マンド交通導入実証～生活に必要
な交通サービスの確保と移動総量
の増加・地域経済の活性化～
（WILLER株式会社）

過疎地域 あり あり あり 3
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25

京都市内中心部の混雑緩和に資す
る大原・八瀬，鞍馬・貴船など周
縁部への観光客の分散化を目指し
たMaaS 実証実験（京阪ホール
ディングス株式会社）

非過疎地域 あり あり あり 4

26
共生の仕組みによるMaaS 実証
実験（オムロンソーシアルソ
リューションズ株式会社）

非過疎地域 あり なし あり 3

27

オールドニュータウンにおける超
低負荷型MaaS～住民主体の送迎
サービスと IoTセンシング技術
の連動～（池田市）

非過疎地域 なし なし あり 2

28 N まちなか自動移動サービス事業実
証実験（株式会社日本総合研究所） 非過疎地域 あり なし あり 3

29

しおまち（潮待ち）観光MaaS 実
証実験～国内随一の近世港町「鞆
の浦」の新たな観光スタイルの創
出～

非過疎地域 あり なし あり 3

30

地域住民の利便性向上のための
MaaS～交通事業者の競合から協
調によるレジリエントなモビリ
ティ・サービスへ～

非過疎地域 あり あり あり 4

31 R

データ駆動型マルチモーダル
MaaS による「高松モデル」のさ
らなる推進・発展へ：需要に合わ
せた供給最適化とポストコロナ需
要変容を踏まえたデータ分析・施
策のための高松MaaS 実証実験

過疎地域 あり あり あり 3

32 愛媛県南予地域における観光
MaaS 実証実験 過疎地域 あり あり あり 3

33 糸島市におけるマルチモーダル実
証実験 非過疎地域 なし なし なし 1

34 宮崎県におけるMaaS 実証実験 過疎地域 あり あり あり 3

35 沖縄全域における観光型MaaS
実証実験 過疎地域 あり あり あり 3

36
相乗りワゴンサービスと住民・島
出身者向けの新たなサブスクリプ
ションサービス実証事業

非過疎地域 あり なし あり 3

（出所）「日本版MaaS 推進・支援事業�令和 2年度 36 事業」をもとに筆者作成［19］

図表 6　令和 2 年度 採択事業における条件の該当状況
条件 該当事業 非該当事業

条件 1（人口） 26 72.2％ 10 27.8％
条件 2（交通手段） 30 83.3％ 6 16.7％
条件 3（鉄道） 22 61.1％ 14 38.9％
条件 4（自治体） 35 97.2％ 1 2.8％

全体 36

（出所）筆者作成
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　続いて条件 2では「MaaS を成立させるためには，複数の交通手段の組み合わせが必要
である。」としたが，36 事業のうち 30 事業，83.3% が複数の交通手段を組み合わせた形で
の申請を実施していたことが明らかとなった。令和 2年度に採択をされた事業においても，
令和元年度と同様に単独の交通手段のみによる申請は少ないことが明らかになった。
　条件 3は「MaaS を成立させるためには，地域の交通手段として鉄道が維持されている
必要がある。」としたが，36 事業のうち 22 事業，61.1% と令和元年度よりは減少したもの
の，半数以上の事業が鉄道会社を含めた形での申請をしていることが判明した。
　最後に条件 4となる「MaaS を成立させるためには，企業と地方自治体との連携が必要
である。」では，36 事業のうち 35 事業，97.2% で地方自治体が参画をしている。MaaS を
実現させるためには，企業のみによる施策だけではなく，地方自治体との連携が重要な要
素となる。その点において，日本におけるMaaS の推進事業では，令和元年度の採択事業
から引き続いて地方自治体との連携が取れていることは，MaaS の実用化に向けてプラス
に働く要素であると考えられる。
　ここで，条件 1～条件 4のそれぞれについて各事業に適用し，条件を満たしている場合
は 1ポイント，満たしていない場合には 0ポイントとして計算をした結果，平均して 3.14
ポイントとなった。すべての条件を満たした場合は 4ポイントとなるため，令和元年度と
同様に，採択された事業のほとんどが条件を 3つ以上満たしているということができる。
　全体としてみれば，条件 1である「MaaS を成立させるためには，ある程度の人口が必
要である。」については，36 事業のうち 26 事業，72.2% と令和元年度の 52.6% から条件を
満たす事業が大きく増加する結果となった。このことから，令和元年度と比較して，人口
の面においてはMaaS の成立しやすい事業が採択されているということが分かる。また，
条件 3である「MaaS を成立させるためには，地域の交通手段として鉄道が維持されてい
る必要がある。」については，36 事業のうち 22 事業，61.1% と令和元年度の 73.7% から減
少をしている。これは鉄道を含まない形での複数の交通手段による申請が増加し，採択を
されたことを示す結果となった。

4.3．令和元年度，令和 2 年度に継続した事業の分析
　次に令和元年度と令和 2年度�日本版MaaS 推進・支援事業において継続して採択され
た事業についての分析を実施する。ここでは，令和元年度の申請内容をもとにして分析を
進める。令和元年度に採択された事業全体と令和 2年度に継続して採択された事業，継続
しなかった事業に対して条件 1～条件 4のそれぞれを適用した結果を表にまとめると，図
表 7の通りである。
　令和元年度，令和 2年度と継続して採択された事業は，令和元年度に採択された 19 事
業のうち 11 事業，57.9% となる。継続しなかった事業は，19 事業のうち 8事業，42.1%
となった。図表 3より，条件 1～条件 4のそれぞれについて各事業に適用し，条件を満た
している場合は 1ポイント，満たしていない場合には 0ポイントとして計算をすると，令
和元年度に採択された事業全体となる 19 事業では，平均して 3.16 ポイントとなった。
　ここで，令和元年度と令和 2年度に継続して採択された 11 事業のみを計算すると，平
均して 3.55 ポイントであることから，条件 1～条件 4のそれぞれについて，ほとんどの事
業で条件を満たしていたということが分かる。継続しなかった 8事業では，平均して 2.63
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ポイントと継続して採択された事業と比較して，1ポイント近くスコアが低い結果となっ
ている。
　各条件について見てみてみると，条件 1の「MaaS を成立させるためには，ある程度の
人口が必要である。」は，継続して採択された事業では 11 事業のうち 8事業，72.7% が過
疎地域以外の地域からの申請であったのに対し，継続しなかった事業では，8事業のうち
2事業，25.0% のみが過疎地域以外からの申請であった。つまり，継続しなかった 8事業
のうち 6事業，75.0% と多くの事業が過疎地域からの申請であったということが分かる。
このことからも，日本版のMaaS では，過疎地域でのモビリティの問題を解決することを
期待されて事業の申請をしたものの，事業としての継続は難しかったのだということがで
きる。
　また，継続して採択された事業では，条件 3の「MaaS を成立させるためには，地域の
交通手段として鉄道が維持されている必要がある。」は 11 事業のうち 10 事業，90.9% が
満たしているのに対し，継続しなかった事業では，8事業のうち 4事業，50.0% と半数の
事業において鉄道が含まれない状態での申請であったことが明らかとなった。
　条件 2の「MaaS を成立させるためには，複数の交通手段の組み合わせが必要である。」，
条件 4の「MaaS を成立させるためには，企業と地方自治体との連携が必要である。」に
関しては，継続して採択された事業，継続しなかった事業ともに 90%程度の事業が条件
を満たしている。これらの 2つの条件に関しては，日本版MaaS 推進・支援事業に申請し，
採択されたほとんどの事業で複数の交通手段の企業との協力関係を構築し，地方自治体を
巻き込んだ形での申請をしていることが明らかとなった。
　以上から，令和元年度と令和 2年度に継続して採択された事業と継続しなかった事業と
を比較すると，鉄道会社が事業に参加しているのかと申請の対象の地域が過疎地域となっ
ているのかといった条件に影響を受けていることを示唆する結果となった。

4.4．令和 3 年度 日本版 MaaS 推進・支援事業の分析
　さらに，令和 3年度の日本版MaaS 推進・支援事業を対象として分析を実施する。令和
3年度の日本版MaaS 推進・支援事業では，全国から 12 事業が採択をされた。令和 3年
度では，採択された事業が令和 2年度の 36 事業から大幅に絞られることになったが，令
和 3年度には内閣府，総務省，経済産業省と国土交通省が連携したスマートシティ関連事
業として継続して採択されている事業も存在している。ここでは，令和 3年度の日本版
MaaS 推進・支援事業に採択された事業に絞って分析を実施する。
　採択された 12 事業に対して条件 1～条件 4を適用した結果は図表 8の通りである。図

図表 7　継続 非継続事業における条件の該当状況（R1，R2）
条件 令和元年度事業 継続事業 非継続事業

条件 1（人口） 10 52.6％ 8 72.7％ 2 25.0％
条件 2（交通手段） 18 94.7％ 11 100.0％ 7 87.5％
条件 3（鉄道） 14 73.7％ 10 90.9％ 4 50.0％
条件 4（自治体） 18 94.7％ 10 90.9％ 8 100.0％

全体 19 11 8

（出所）筆者作成
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表 8では令和元年度，令和 2年度に採択されており，令和 3年度も採択と 3年間に渡って
継続して採択されている場合には対象の事業を薄いグレーとしている。また，令和 2年度，
令和 3年度と 2年間に渡って継続して採択されている場合には対象の事業を濃いグレーと
している。

　また，その結果から，条件ごとに該当事業と非該当事業で分類をしたものが図表 9であ
る。図表 9をもとにして分析を進める。条件 1では「MaaS を成立させるためには，ある
程度の人口が必要である。」としたが，採択をされた 12 事業のうち 3事業，25.0% が過疎

図表 8　令和 3 年度 採択事業一覧

項番 令和
元年

令和
2年 申請内容 条件 1

（人口）
条件 2

（交通手段）
条件 3
（鉄道）

条件 4
（自治体） ポイント

a（新規）
高齢者〈過疎〉に優しい共
生・支援型�芽室MaaS 事
業

非過疎地域 あり なし あり 3

b E 8 MaeMaaS（前橋版MaaS）
社会実装事業 非過疎地域 あり あり あり 4

c（新規） 大丸有版MaaS 事業 非過疎地域 あり あり なし 3

d 11
Universal�MaaS～誰もが
移動をあきらめない世界へ
～

非過疎地域 あり あり あり 4

e F 13 川崎・箱根観光MaaS 実証
実験 非過疎地域 あり あり あり 4

f 12
観 光 型MaaS「 三 浦
Cocoon」の実装による分
散化・混雑回避事業

非過疎地域 あり あり あり 4

g 15

マチ活性化と健康増進を目
指し，地域ポイントと
LINEを活用した地域生活
者向けMaaS 実証実験

過疎地域 あり なし あり 2

h H 18 令和 3年度� 静岡型MaaS
基幹事業実証実験 非過疎地域 あり あり あり 4

i M 24 京都北部地域における
MaaS 実証事業 過疎地域 あり あり あり 3

j 34 宮崎県MaaS 事業 過疎地域 あり あり あり 3

k（新規）
沖縄スマートシフトプロ
ジェクト（沖縄県における
MaaS の社会実装）

非過疎地域 あり なし あり 3

l 36

地域課題解決に寄与する為
のあいのりタクシーサービ
スと観光客向けモバイルチ
ケットを連携融合させた
MaaS 実証事業

非過疎地域 あり なし あり 3

（出所）�「日本版MaaS 次なるステージへ！～MaaS の社会実装に向けた意欲的な取組である 12 事業を選定～」をもとに筆者
作成［20］
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地域の含まれた地域となっている。つまり，条件 1を満たしている過疎地域以外から申請
された事業は，12 事業のうち 9事業，75.0% となる。令和 2年度の結果に引き続いて，わ
ずかではあるが過疎地域からの申請が減少していることが分かる。
　続いて条件 2では「MaaS を成立させるためには，複数の交通手段の組み合わせが必要
である。」としたが，12 事業すべて，100.0% が複数の交通手段を組み合わせた形での申請
を実施していることが明らかとなった。条件 1の過疎地域からの申請もわずかではあるが
減少した結果となっているが，条件 2の複数の交通手段を活用しない，オンデマンドバス
のみなどといった単独の交通手段での申請については，令和 2年度からさらに減少し，す
べての事業で複数の交通手段を組み合わせた形での申請となったことが明らかになった。
　条件 3は「MaaS を成立させるためには，地域の交通手段として鉄道が維持されている
必要がある。」としたが，12 事業のうち 8事業，66.7% と令和 2年度から割合は大きく変
化をしていないが，70%近い事業で鉄道会社を含めた形での申請をしていることが判明
した。
　最後に条件 4となる「MaaS を成立させるためには，企業と地方自治体との連携が必要
である。」では，12 事業のうち 11 事業，91.7% で地方自治体が参画をしている。地方自治
体との連携は，令和元年度，令和 2年度から引き続いてほとんどの事業で継続して行われ
ていることが明らかとなった。
　ここで，条件 1～条件 4のそれぞれについて各事業に適用し，条件を満たしている場合
は 1ポイント，満たしていない場合には 0ポイントとして計算をした結果，平均して 3.33
ポイントとなった。令和元年度の平均 3.16 ポイント，令和 2年度の平均 3.14 ポイントと
比較して，平均のポイントがわずかに高くなっていることが分かる。これには，令和 3年
度�日本版MaaS 推進・支援事業に採択された事業では，条件 2である「MaaS を成立さ
せるためには，複数の交通手段の組み合わせが必要である。」は 12 事業のすべて，100.0%
の事業において条件を満たしていることと，条件 4である「MaaS を成立させるためには，
企業と地方自治体との連携が必要である。」は 12 事業のうち 11 事業，91.7% が条件を満
たしていることが影響していると考えられる。このことから事業の申請をするにあたり，
ほとんどの事業において複数の交通機関の企業と地方自治体との協力関係を築いていたこ
とが分かる。

　また，条件 1である「MaaS を成立させるためには，ある程度の人口が必要である。」
については，12 事業のうち 9事業，75.0%，条件 3である「MaaS を成立させるためには，
地域の交通手段として鉄道が維持されている必要がある。」については，12 事業のうち 8

図表 9　令和 3 年度 採択事業における条件の該当状況
条件 該当事業 非該当事業

条件 1（人口） 9 � 75.0％ 3 25.0％
条件 2（交通手段） 12 100.0％ 0 � 0.0％
条件 3（鉄道） 8 � 66.7％ 4 33.3％
条件 4（自治体） 11 � 91.7％ 1 � 8.3％

全体 12

（出所）筆者作成
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事業，66.7% と令和 2年度から割合に大きな変化はなかったことが分かった。

4.5．令和元年度，令和 2 年度，令和 3 年度に継続した事業の分析
　最後に令和元年度と令和 2年度�日本版MaaS 推進・支援事業，令和 3年度�スマートシ
ティ関連事業において継続して採択された事業についての分析を実施する。3年間継続し
て日本版MaaS 推進・支援事業に採択されている事業は限られているため，複数年度に
渡って継続して採択されている事業についても，継続するに値するだけの成果が出ていた
と見なして分析の対象に含めることにする。ここからは，令和 2年度の申請内容から作成
した図表 10 をもとにして分析を進める。
　令和元年度，令和 2年度，令和 3年度と継続して採択された事業は，令和 2年度に採択
された 36 事業のうち 4事業，11.1% となった。令和元年度，令和 2年度と継続して採択
された事業は，令和 2年度に採択された 36 事業のうち 6事業，16.7% であった。令和 2
年度，令和 3年度と継続して採択された事業は，令和 2年度に採択された 36 事業のうち
5事業，13.9% となった。

　その他，令和 2年度は日本版MaaS 推進・支援事業，令和 3年度はスマートシティ関連
事業に継続して採択された事業は，令和 2年度に採択された 36 事業のうち 5事業，13.9%
であった。この項目には，令和元年度，令和 2年度は日本版MaaS 推進・支援事業に継続
して採択され，令和 3年度はスマートシティ関連事業に採択された 1事業と令和 2年度は
日本版MaaS 推進・支援事業に採択され，令和 3年度はスマートシティ関連事業に採択さ
れた 4事業が含まれている。以上から，複数年度に渡って継続して採択をされている事業
は 36 事業のうち 20 事業，55.6% であり，令和 2年度のみで終了した事業は 36 事業のう
ち 16 事業，44.4% となった。
　図表 5より，令和 2年度に採択された事業全体と複数年度に渡って継続して採択されて
いる事業，継続しなかった事業に対して条件 1～条件 4のそれぞれについて各事業に適用

図表 10　継続 非継続事業における条件の該当状況（R1，R2，R3）

条件 令和 2年度事業 R1�R2�R3
継続事業

R1�R2
継続事業

R2�R3
継続事業

条件 1（人口） 26 72.2％ 3 � 75.0％ 4 � 66.7％ 3 � 60.0％
条件 2（交通手段） 30 83.3％ 4 100.0％ 6 100.0％ 5 100.0％
条件 3（鉄道） 22 61.1％ 4 100.0％ 4 � 66.7％ 3 � 60.0％
条件 4（自治体） 35 97.2％ 4 100.0％ 6 100.0％ 5 100.0％

全体 36 4 6 5

条件 R3 別事業
継続事業

継続事業
全体

非継続事業
全体

条件 1（人口） 3 � 60.0％ 13 � 65.0％ 13 81.3％
条件 2（交通手段） 4 � 80.0％ 19 � 95.0％ 11 68.8％
条件 3（鉄道） 4 � 80.0％ 15 � 75.0％ 7 43.8％
条件 4（自治体） 5 100.0％ 20 100.0％ 15 93.8％

全体 5 20 16

（出所）筆者作成
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し，条件を満たしている場合は 1ポイント，満たしていない場合には 0ポイントとして計
算をした結果，令和 2年度に採択された事業全体となる 36 事業では，平均して 3.14 ポイ
ントとなった。
　個別の項目のポイントについて検討をすると，令和元年度，令和 2年度，令和 3年度と
継続して採択された 4事業では，平均して 3.75 ポイントと 1事業に過疎地域が含まれて
いたのを除いて，すべての条件を満たす結果となった。令和元年度，令和 2年度と継続し
て採択された 6事業は，平均して 3.33 ポイントと採択された事業全体の平均をわずかに
上回る結果となった。令和 2年度，令和 3年度と継続して採択された 5事業は，平均して
3.20 ポイントであった。
　令和 2年度は日本版MaaS 推進・支援事業，令和 3年度はスマートシティ関連事業に継
続して採択にされた 5事業に関しても，平均して 3.20 ポイントと令和 2年度，令和 3年
度と継続して採択された事業と同様に採択された事業全体の平均をわずかに上回る結果と
なった。
　以上の結果から，令和 2年度に採択された 36 事業を複数年度に渡って継続して採択を
されている継続事業と令和 2年度のみで終了した事業，つまり非継続事業に分けると，複
数年度に渡って継続して採択をされている継続事業である 20 事業は平均して 3.35 ポイン
ト，非継続事業である 16 事業は平均して 2.88 ポイントとなった。このことからも，複数
年度に渡って継続して採択をされている事業の方が，条件 1～条件 4を多く満たしている
ことが分かる。
　特に，令和元年度，令和 2年度，令和 3年度と継続して採択された 4事業では，平均し
て 3.75 ポイントとなっており，令和元年度，令和 2年度は日本版MaaS 推進・支援事業
に継続して採択され，令和 3年度はスマートシティ関連事業に採択された 1事業も満点の
4ポイントとなっていることから，3年間に渡って実証実験を継続している事業では，ほ
とんどの事業において条件 1～条件 4を満たしているということができる。それに対して，
非継続事業では，平均して 2.88 ポイントと継続事業と比較してポイントのスコアが低い
結果となっている。
　ここで，複数年度に渡って継続して採択をされている事業である 20 事業と継続しなかっ
た事業である 16 事業を対象として条件 1～条件 4を満たしているのかについて分析を進
める。
　条件 4の「MaaS を成立させるためには，企業と地方自治体との連携が必要である。」に
関しては，継続して採択されている 20 事業のすべて，100.0%，継続しなかった事業でも
16 事業のうち 15 事業，93.8%とほとんどの事業で地方自治体との連携ができていること
が明らかとなった。このことからも，事業の継続，非継続にかかわらず，日本版のMaaS
は当初から地方自治体の協力を得られて進められているということが明らかになった。
　続いて条件 2の「MaaS を成立させるためには，複数の交通手段の組み合わせが必要で
ある。」に関しては，継続して採択されている事業では 20 事業のうち 19 事業，95.0%，継
続しなかった事業では 16 事業のうち 11 事業，68.8% が複数の交通手段を組み合わせた形
での申請であり，30%程度の差が出る結果となった。このことからも，MaaS の実証実験
の継続には，地域に複数の交通手段が残されていることが重要な要素となっていることが
分かる。
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　同様に条件 3の「MaaS を成立させるためには，地域の交通手段として鉄道が維持され
ている必要がある。」に関しても，継続して採択されている事業では 20 事業のうち 15 事業，
75.0%，継続しなかった事業では 16 事業のうち 7事業，43.8% が鉄道を含んだ形での申請
であり，30%程度の差が出る結果となった。条件 2の複数の交通手段と同じく条件３も
交通手段にかかわる条件となっているが，継続しなかった事業では，半数を超える事業が
鉄道会社を含まない形での申請をしていることが明らかになった。つまり，交通手段とし
て移動の中心を担う能力のある鉄道が申請に含まれないことから，継続をしなかった事業
では，複数の交通手段を組み合わせるにしても，中核をなす交通手段がない状態となって
しまうことが想定される。このような理由が，日本版MaaS 推進・支援事業において継続
して採択されなかった要因として考えられる。
　条件 1の「MaaS を成立させるためには，ある程度の人口が必要である。」に関しては，
継続して採択されている事業では 20 事業のうち 13 事業，65.0%，継続しなかった事業で
は 16 事業のうち 13 事業，81.3% と，これまでの傾向とは異なり，継続しなかった事業よ
りも継続して採択されている事業の方に過疎地域からの申請が多い結果となっている。
　これまでの調査結果を見てみると，令和元年度に採択された事業全体では，19 事業の
うち 10 事業，52.6％，令和 2年度に採択された事業全体では，36 事業のうち 26 事業，
72.2%，令和 3年度に採択された事業全体では，12 事業のうち 10 事業，75.0% が条件 1で
ある過疎地以外からの申請を満たした形での申請となっている。このことからも，条件 1
を満たした形での申請が年々増加していることが分かる。
　ここまでは仮説の通りとなっているが，継続して採択されている事業において，条件 1
である過疎地以外からの申請が 20 事業のうち 13 事業，65.0% と低い結果になっている理
由を考える。継続しなかった事業では，16 事業のうち 13 事業，81.3% が過疎地域以外か
らの申請と継続事業よりも高い結果となっている。過疎地域からの申請はMaaS を成立さ
せる条件としては不利な状況にある。その中で，継続事業では継続して採択されるだけの
十分な準備をし，成果を出した結果としての申請であったということができる。それだけ
に，過疎地域に合った形での特色のある日本版MaaS の実証実験を行っていたと推測され
る。従って，単純な集計結果として過疎地域から採択された申請が多かったからといって，
日本では過疎地域においてもMaaS が成立しやすいといった傾向があるという訳ではな
いと考えられる。また，ある程度の人口が必要であるという条件 1が，MaaS が成立する
ために必要な条件として求められなくなるということではないということができる。

5．結論

　今回の調査研究により，日本におけるMaaS の導入状況とMaaS を推進するために求め
られる要素について明らかにすることができた。
　本研究では，先行研究からMaaS を成立させるために必要と考えられる条件を導き出
し，国土交通省の実証実験である日本版MaaS 推進・支援事業と内閣府，総務省，経済産
業省と国土交通省が連携したスマートシティ関連事業に採択された事業に各条件を適用す
ることで，実証実験に採択された事業の評価を実施した。MaaS を成立させるために必要
と考えられる条件として以下の 4つを設定し，仮説は「日本においてMaaS が成立するた
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めには，条件 1～条件 4を満たすことが求められる。」とした。

条件 1：MaaS を成立させるためには，ある程度の人口が必要である。
条件 2：MaaS を成立させるためには，複数の交通手段の組み合わせが必要である。
条件 3：MaaS を成立させるためには，地域の交通手段として鉄道が維持されている必要
がある。
条件 4：MaaS を成立させるためには，企業と地方自治体との連携が必要である。

　令和 2年度に採択された事業の申請内容をもとに，複数年度に渡って採択されている継
続事業と単年度のみの非継続事業に分類をして検証した結果，条件 2では継続して採択さ
れている事業では 20 事業のうち 19 事業，95.0%，継続しなかった事業では 16 事業のうち
11 事業，68.8% が複数の交通手段を組み合わせた形での申請という結果となった。条件 3
では継続して採択されている事業では 20 事業のうち 15 事業，75.0%，継続しなかった事
業では 16 事業のうち 7事業，43.8% が鉄道を含んだ形での申請という結果となった。以
上から，条件 2と条件 3に関しては，継続して採択されている事業の方が，継続しなかっ
た事業よりも 30%程度多くMaaS を成立させるために必要と考えられる条件を満たして
いることが分かった。
　条件 4では継続して採択されている 20 事業のすべて，100.0% と継続しなかった事業で
も 16 事業のうち 15 事業，93.8% とほとんどの事業で地方自治体との連携ができている結
果となった。このことからも，日本版MaaS 推進・支援事業の申請に際して，大部分の事
業が地方自治体との連携を前提として行われていることが分かった。
　条件 1に関しては，継続して採択されている事業では 20 事業のうち 13 事業，65.0%，
継続しなかった事業では 16 事業のうち 13 事業，81.3% と，これまでの傾向とは異なり，
継続しなかった事業よりも継続して採択されている事業の方に過疎地域からの申請が多い
結果となった。
　これは，過疎地域からの申請はMaaS を成立させる条件としては不利な状況にあるもの
の，継続事業では継続して採択されるだけの十分な準備をし，成果を出した結果としての
申請であったということができる。従って，単純な集計結果として過疎地域から採択され
た申請が多かったからといって，日本では過疎地域においてもMaaS が成立しやすいと
いった傾向があるという訳ではないと考えられる。
　この継続して採択されている事業において，過疎地域からの申請が多くなっているとい
う逆転現象は，日本版MaaS に求められている目的を反映した結果であるということも考
慮に入れる必要がある。日本版MaaS 推進・支援事業の目的は，「公共交通とそれ以外の
多様なサービスとをデータ連携により一体的に提供することで，地域が抱える様々な課題
の解決に資する�MaaS�事業に対し，日本版�MaaS�推進・支援事業に基づいて支援を行う
ことにより，新たなモビリティサービスである�MaaS�の全国への普及を図り，地域や観
光地の移動手段の確保・充実や公共交通機関の維持・活性化だけでなく，地域課題の解決
に寄与することを目的とする。」といったものである［21］。
　このように，日本版MaaS の目的では，地域課題の解決に重点を置かれていることが分
かる。過疎地域でのMaaS の実現が難しいことを先行している国々の事例は示している
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が，フィンランドにおける過疎地域向けのMaaS であるKyyti のように，過疎地域にお
いても成立するMaaS も提供され始めている。今回の条件 1の分析結果は，日本版MaaS
においても，過疎地域版のMaaS の成立について示唆する結果であるということもできる。
　以上から，条件 1については満たさない面があったものの，その要因は説明のできるも
のであったと考えられる。また，条件 1～条件 4の条件のポイントを計算すると，継続事
業である 20 事業は平均して 3.35 ポイント，非継続事業である 16 事業は平均して 2.88 ポ
イントとなっており，複数年度に渡って継続して採択をされている事業の方が，条件を多
く満たしていることが分かった。従って「日本においてMaaS が成立するためには，条件
1～条件 4を満たすことが求められる」といった仮説を概ね証明する結果を得ることがで
きた。
　今後は，3年間に渡って日本版MaaS の実証実験を継続している事業や過疎地域おける
MaaS の事業を対象として，日本版MaaS についてのより具体的な分析をしたいと考えて
いる。
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〔抄　録〕

　本研究では，MaaS を成立させるために必要と考えられる条件を設定し，国土交通省の
日本版MaaS 推進・支援事業と内閣府，総務省，経済産業省と国土交通省が連携したスマー
トシティ関連事業に採択された事業に各条件を適用することで，事業の評価を実施した。
　MaaS を成立させるために必要な条件として，先行研究から「条件 1：ある程度の人口」，
「条件 2：複数の交通手段」，「条件 3：鉄道の維持」，「条件 4：企業と地方自治体との連携」
の 4つの条件を導出し，採択された事業に適用することで，日本におけるMaaS の導入状
況とMaaS を推進するために求められる要素について検証を実施した。
　結果として，複数年度に渡って継続して採択をされている事業の方が，継続しなかった
事業よりも条件を多く満たしていることが明らかになった。従って「日本においてMaaS
が成立するためには，条件 1～条件 4を満たすことが求められる。」といった仮説を概ね
証明する結果を得ることができた。また，条件 1に対する分析により，過疎地域における
日本版MaaS の成立の可能性についても示唆を得ることができた。
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